
 

株式会社 みなと銀行 

〔 商品概要説明書 〕 

みなとエコ商品購入ローン 
                                   （平成２１年１２月１日現在） 

１．商 品 名             みなとエコ商品購入ローン 

２．ご利用いただ

ける方 

以下の項目を全て満たす個人の方 

(1) お借入時満２０歳以上、最終返済時満７０歳以内の方 

(2) 日本国籍を有する方、又は永住許可を受けている外国人の方 

(3) 前年度税込年収が２００万円以上の方 

(4) 勤続年数１年以上の方 

(5) 保証会社の保証が受けられる方 

３．お使いみち 以下の新エネ・省エネ機器の購入及び設置等に要する資金 

(1) 太陽光発電システム 

(2) エコウィル（ガスエンジン給湯器） 

(3) エコジョーズ（潜熱回収型給湯器） 

(4) エコキュート（CO2冷媒ヒートポンプ給湯器） 

(5) 太陽熱高度利用システム 

(6)「兵庫県うちエコ診断優遇ローン提案書」で認定されたその他機器 

※「兵庫県うちエコ診断優遇ローン提案書」･･･兵庫県内における一般家庭向け温暖化防

止対策事業として、「兵庫県うちエコ診断協議会」がモニターとして募った一般家庭に

行う省エネ診断の提案書です。 

４．ご融資金額 １０万円以上 5００万円以内（１万円単位） 

ただし、下記の範囲とさせていただきます。 

 ①年収に対する無担保借入金比率が５０％以内 

②年収に対する総借入金の年間返済比率が３5％以内 

５．ご融資期間 １年以上１０年以内（１ヶ月単位） 

資金使途に太陽光発電システムを含む場合は１５年以内まで可 

６．金 利 種 類 変動金利型 

(１)お借入れ時の利率 

・お借入れ時の利率は、３月１日または９月１日現在の当行変動金利型住宅ローン基

準金利（以下「基準利率」といいます）を基準として、各々４月１日または１０月

１日から適用します。 

 ただし、臨時に、お借入れ時の基準利率の基準日および適用日を見直す場合があり

ます。 

(２)お借入れ後の利率 

・お借入れ後の利率は、年 2 回、毎年４月１日および 10 月１日を見直し基準日と

し、４月１日の場合は前年１０月１日の、１０月１日の場合は同年４月１日の各々

の基準利率を比較し、利率差が生じた場合、その差と同幅で変動します。 

ただし、お借入れ後最初に到来する見直し基準日では、お借入れ時の利率の基準と

なった基準利率（原則、３月１日または９月１日の基準利率）と、見直し基準日の

基準利率とを比較し、利率差が生じた場合、その差と同幅で変動します。 

・新利率の適用は、見直し基準日が４月１日の場合は６月の約定返済日の翌日から、

１０月１日の場合は１２月の約定返済日の翌日から適用します。 

７．ご返済方法 毎月元利均等返済（融資額の５０％以内で年２回のボーナス返済の併用が可能） 

８．担 保             不要です。 

９．保 証 人             不要です。 

10．保 証 会 社 みなと保証㈱ 

11．保 証 料 不要です。（当行が負担します） 

１２．そ の 他 金利、返済額の試算等については窓口へお問い合わせください。 

〔 みなとエコ商品購入ローン 〕 

以上 
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